
豊中市における令和７年度以降の処遇改善等加算について

説明者 豊中市こども事業課
令和８年(202６年)３月19日

本日の趣旨：
令和7年度以降の処遇改善等加算について国が見直ししたが、その中で処遇改善の実施
施設として「影響の大きい変更点」のうち「区分３（旧処遇改善Ⅱ）に関する内容」に
ついて説明を行います。
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豊中市の令和6年度の処遇改善等加算Ⅱの実績＿その１
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※令和6年度の国への施設型給付費等基礎調査から抜粋

（まとめ）
令和6年度の処遇改善等加算Ⅱの実績
（幼稚園・保育所・認定こども園の場合）

加算施設数
87/92施設（94.5％が実施）

人数A（副主任保育士等）の実績
人数Aの対象者数271人 ＜ 副主任保育士等460人

人数B（職務分野別リーダー等）の実績
人数Bの対象者数158人 ＜ 職務分野別リーダー等642人

つまり、対象者数に対して実際に改善額を支払われている
人数は上回っており、人数Aの対象職員に4万円/月を3万
円/月にする代わりに多くの職員に支払う、処遇改善Ⅱの
市からの支給額以上に職員に支払うなどが挙げられる。



豊中市の令和6年度の処遇改善等加算Ⅱの実績＿その２
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※令和6年度の国への施設型給付費等基礎調査から抜粋

（まとめ）
令和6年度の処遇改善等加算Ⅱの実績
（小規模保育事業・事業所内保育事業の場合）

加算施設数
15/15施設（100％が実施）

人数A（副主任保育士等）の実績
人数Aの対象者数29人 ＝ 副主任保育士等29人

人数B（職務分野別リーダー等）の実績
人数Bの対象者数15人 ＜ 職務分野別リーダー等34人

つまり、対象者数に対して実際に改善額を支払われている
人数は上回っており、対象職員に5千円/月を4千/月にする
代わりに多くの職員に支払う、処遇改善Ⅱの市からの支給
額以上に職員に支払うなどが挙げられる。



区分３（旧処遇改善Ⅱ）の算定方法 １ページ目
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※令和7年6月の国通知「令和7年度以降の処遇改善等加算について」から抜粋

★ここの話★
豊中市→施設

区分3（旧処遇改善Ⅱ）
の加算額の話

見直し前

見直し後



区分３（旧処遇改善Ⅱ）の算定方法 ２ページ目
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※令和7年6月の国通知「令和7年度以降の処遇改善等加算について」から抜粋

つまり、見直し前：4万円×（基礎職員数15名の場合は1/3の人数Aが5人）＝20万円/月 見直し後：4万円×（基礎職員数15名の場
合は1/3の人数Aが5人）と（現に副主任が3人+研修終了した主任1人で人数Aが4人）のうち少ない方＝16万円/月となり、市から施設
への施設型給付費が減ることになります。



区分３（旧処遇改善Ⅱ）の算定方法 ３ページ目
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人数A分の加算額を無理して施設に渡してすべて処遇改善Ⅱとして無理して支払ってもらうのではなく、人数Aの必要人数
に応じて適正な額を渡して区分３として無理なく支払ってもらうための変更のため、結果的に施設型給付費が下がる場合
があります。
ただし、いきなり給付費下がると均等に渡している施設が困る施設があるので、令和7年度に限り激変緩和があります。

※令和7年6月の国通知「令和7年度以降の処遇改善等加算について」から抜粋



区分３（旧処遇改善Ⅱ）の配分方法 １ページ目
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※令和7年6月の国通知「令和7年度以降の処遇改善等加算について」から抜粋

★ここの話★
施設→職員

区分3（旧処遇改善Ⅱ）
の配分の話

見直し後



区分３（旧処遇改善Ⅱ）の配分方法 ２ページ目
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※令和7年6月の国通知「令和7年度以降の処遇改善等加算について」から抜粋

つまり、見直し前：「研修要件◎+職務命令◎」のみ配分可能 見直し後：「研修見込要件しかない+職務命令◎」も配分可能となり、
そして、「4万円/月×4人＝16万円」の支払い以外に「4万円/月×1人+3万円×4人＝16万円」という支払い方法も可能になります。

これにより、研修は本来は受けてほしいが事情で間に合わなかった人に支払うことは可能ですが、速やかに研修は受けなければならない
し翌年度も研修修了していないにも関わらず支払い続ける場合は区分３の対象から外すよう市は事業者に求めます。
また、払う額面や誰に払うかの優先はなく、施設の判断で一定の範囲で自由に支払うことが可能です。



区分２・３の支払い額について（区分１は除く） １ページ目
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※令和7年6月の国通知「令和7年度以降の処遇改善等加算について」から抜粋

★ここの話★
施設→職員

諸々の処遇改善として支払
う額面の決定について

見直し後



区分２・３の支払い額について（区分１は除く） ２ページ目
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※令和7年6月の国通知「令和7年度以降の処遇改善等加算について」から抜粋

上の説明が分かりにくいですが、とにかく処遇改善として認識される諸々が現年度が前年度を上回っていればよいです。
見直し後の青点線の「A≧」や「B≧」の関係になるよう、現年度：左の諸々の処遇改善 ≧ 前年度：右の諸々の処遇改善にな
るようにしてください。
ただし、令和7年度の実績で比較される令和6年度は見直し前になるので比較しにくいため、いろいろ例外があります。



区分２・３の実施額について（区分１は除く） ３ページ目
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先ほどのスライドを申請書や実績報告書に出てくる各種用語とその関係性を示したものです。加算年度＝現年度（令和7年度）
で基準年度＝前年度（令和6年度）に読み替えてイメージしてみてください。これらが加算年度 ≧ 基準年度の関係になるよ
うに処遇改善を行います。次のページからそれぞれの表についてそれぞれの用語を詳しく見ていきます。

≧



区分２・３の実施額について（区分１は除く） ４ページ目
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加算年度＝現年度（令和７年度）についてです。表の水色の⑨・➉となっているのが「区分２と区分３として処遇改善や処遇改
善関係（処遇改善にかかる事業主負担増加分など）で計上してもよいものと、処遇改善がない素の職員の支払賃金」になります。
⑪は職員の勤続年数に伴う定期昇給、⑫が人勧引き上げに伴う給与改定部分、⑬が令和６年度に処遇改善の残額があった場合に
それを職員に支払った分、⑭が国の処遇改善とは別に事業者が独自で行っている処遇改善分を指します。



区分２・３の実施額について（区分１は除く） ５ページ目
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基準年度＝前年度（令和６年度）についてです。表の青色の②と③となっているのが「区分２と区分３として処遇改善や処遇改
善関係（処遇改善にかかる事業主負担増加分など）で計上する令和6年度の実績額」の内容になります。
⑦は職員の勤続年数に伴う定期昇給や人勧引き上げに伴う給与改定部分、⑤が令和５年度に処遇改善の残額があった場合にそれ
を職員に支払った分、⑥は令和６年度に処遇改善の残額が残ってしまい令和７年度の職員に支払う予定の分、④が国の処遇改善
とは別に事業者が独自で行っている処遇改善分を指します。白枠の余白部分は「処遇改善や人勧引き上げがない素の職員の支払
賃金」になります。



区分２・３の実施額について（区分１は除く） ６ページ目
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さきほどの表を（左）加算年度＝現年度（令和7年度）で（右）基準年度＝前年度（令和6年度）として左右に並べ、処遇改善として
比較するのは青点線の囲みの部分になります。
つまり、処遇改善の制度変更はあったものの今までの処遇改善の制度とは大きく変わっておらず「区分２や区分３を前年度より多く
実施しする」だけではなく「賃金に関係する定期昇給・人勧引き上げ・事業主負担の額」も処遇改善の要素として大きく影響します。

≧大 小



区分２・３の実施額について（区分１は除く） ７ページ目
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※令和7年6月の国通知「令和7年度以降の処遇改善等加算について」から抜粋

処遇改善は見直しされて一本化されましたが、申請様式や実績様式では報告する欄がなくなりました。この変更は、豊
中市においては基礎分と賃金改善分をあえて切り分けて、基礎分を除いて実績を出さないといけないのか、それとも今
のまま一緒でよいのかになりますので、この点においては検討した上で追って報告します。

申請様式
実績様式
あり

申請様式
実績様式
なし

※令和7年9月2日付こ成保５１０「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」から抜粋



やむなく処遇改善を減らす場合 １ページ目
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※令和7年6月の国通知「令和7年度以降の処遇改善等加算について」から抜粋

★ここの話★
施設→職員

諸々の処遇改善として支払
う額面を減らす場合

見直し後



やむなく処遇改善を減らす場合 ２ページ目
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※令和7年6月の国通知「令和7年度以降の処遇改善等加算について」から抜粋

（要約）
処遇改善はできる限り手当ではなく基本給により支払うことで、一度上げれば下げにくくなるような仕組みとしました
が、何らかの都合で手当や基本給等を減らす必要がある場合は市との協議の上、届出の上可能となります。



よくいただく質問
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番号 カテゴリ 質問 回答
1 区分３（旧処遇改善Ⅱ）の

研修要件
処遇改善等加算通知の第２の３の(2)の（注１）において、区分３
による賃金の改善対象として、研修修了見込みの者を含むことと
なっています。年度当初は、研修修了見込みがあったため、賃金の
改善を行ったものの、結果として、研修を修了できなかった場合は、
加算の要件に該当しないことになるのでしょうか。

（国FAQの15番目の回答どおり）
賃金の改善を行った研修修了見込みの者が年度内に研修を修了でき
なかった場合、加算額の返還を求めることまでは要しませんが、翌
年度に、速やかに研修を修了してください。なお、翌年度において
合理的な理由なく速やかに研修を終了せずに配分対象とすることは、
処遇改善等加算の第７の虚偽等の場合の返還措置に該当することも
あり得ます。 

2 区分３（旧処遇改善Ⅱ）の
他施設への拠出

加算Ⅱでは、20％を上限として同一の設置者・事業者が運営する他
の施設・事業所における賃金の改善に充てることができましたが、
区分３は充当できなくなったという理解で良いでしょうか。

（国FAQの17の回答どおり）
お見込みのとおりです。つまり、個々の施設で完結させる必要があ
ります。

３ 区分３（旧処遇改善Ⅱ）の
対象職員について

処遇改善等加算ⅡのFAQの2-2では、「賃金バランス等を踏まえて
必要な場合には、幼稚園及び認定こども園の副園長、教頭及び主幹
教諭等並びに保育所等の主任保育士に対して、「５千円以上４万円
未満の範囲内」で賃金改善を行うことが可能」とありますが、この
場合、主任保育士等には研修修了要件がかからない旨の取り扱いが
示されています。区分３における賃金バランス等を踏まえた取扱い
では、主任保育士等であっても、研修を修了している又は修了見込
みである必要があるのでしょうか。

（国FAQの12の回答どおり）
第２の３の(2)の（注２）の取扱いにより、賃金バランス等を踏ま
え主任保育士等に対して区分３－①による賃金の改善を行う場合、
必ずしも当該主任保育士等は研修を修了している又は修了見込みで
ある必要はありません。本取扱いは、主任保育士等より副主任保育
士等の賃金の方が高くなり賃金バランスが崩れてしまう結果として
副主任保育士等に対して賃金の改善ができなくことを避けるため、
必ずしも研修の修了を求めていません。

４ 処遇改善の残額通知について 実績報告に合わせて豊中市から処遇改善の残額通知が通知されるが、
それは今回の見直しに合わせて一本化されるのか

（市オリジナル）国の趣旨からすると処遇改善として一本化する必
要もあり、処遇改善の総額において前年度比較することを基本とし
ていることからひとつにまとめることを想定しています。

５ 法定福利費の記入について 令和7年度からの申請では処遇改善に伴う施設負担分となる法定福
利費の記入欄が集約された（別紙様式４など）が、この内訳はどの
ように確認するのか

（市オリジナル）法定福利費は賃金台帳等では確認できないため、
様式に記載された金額とそれに伴う処遇改善の申請額・実績額から
勘案して妥当かどうかを判断することになります。

6 区分３（旧処遇改善Ⅱ）の
研修要件について

区分３（旧処遇改善Ⅱ）の人数Aでは60時間相当の研修が必要だが、
施設類型により研修としてカウントできるかの運用は大きく変わる
が、これは見直しにより変更されたか

（市オリジナル）保育士と幼稚園教諭及び保育教諭での研修要件と
してみなせる運用は制度変更前と変わっていません。



本日のまとめ
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豊中市における処遇改善等加算についてまとめると以下のとおりです。

・豊中市は中核市であるため、処遇改善等加算の認定に係る事務・権限に関して委譲されていることから、申請や実績報
告に関してはすべて豊中市に提出いただき、豊中市で認定等の判断を行います。

・令和７年度から処遇改善等加算の制度が大きく変わったことにより、豊中市の独自様式から大阪府様式（国様式を少し
使いやすく変更したもの）の様式により、申請や実績報告を提出いただきます。

・令和７年度からの処遇改善等加算の制度変更により、基準年度（当年度と基準年度を比較して基準年度より処遇改善を
多く実施していればよいという場合に用いる、基準となる年度）は原則は「加算当年度の前年度」とすることで、比較す
る年度は昨年度になることでシンプルに考えることができるようになりました。

・令和７年度からの処遇改善等加算の制度変更により、「加算Ⅰ新規事由がある場合」や「加算Ⅰ新規事由がない場合」
の区別がなくなったほか、「起点賃金水準」や「賃金改善見込総額」や「特定加算見込額」などの難解な用語も基本的に
は考える必要はなくなりました。

・令和７年度からの処遇改善等加算の制度変更がありましたが、区分３に係る研修修了要件については「保育士等」と
「幼稚園教諭又は保育教諭等」では研修の実施主体をはじめ引き続き大きな差があります。令和７年９月16日付こ成基
202・７初幼教第４号の国通知では「…これらを加算における研修の実施主体、研修内容等として適切に取り扱い、幼稚園
教諭、保育教諭等の負担軽減への配慮を促進されたい。」との記載があることから、定められた制度の中でできる限りの
対応を工夫して行いたいと考えています。
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